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明治大学教養論集通巻559号

(2021 ・ 12) pp. 45—79 

雲南産アヘンの輸出と歴史的意義について

-1912年から1935年まで一

西川和孝

はじめに

中国史において、アヘンは、輸入という側面が強く意識されるあまり、欧

米列強による植民地化の発端として歴史的に負のイメージが植え付けられて

きた。しかし、実際には、李満紅の研究により明らかにされているように、

19世紀末以降、中国産アヘンが盛んに生産されるようになり、徐々に良質

で安価な国産アヘンが外国産アヘンを淘汰し、一部は外国にも輸出されるよ

うになった！。ただ、その一方で、中国産アヘンの輸出という事実に対する

歴史的意義に関しては、従来等閑視されてきた。

こうした問題意識を前提に、筆者は、以前中国のアヘン輸出の実態解明を

目指す一環として、清朝期における「雲土」と呼ばれる雲南産アヘンの東南

アジア地域に対する輸出に注目し、中国海関の「海関年次報告」や「海関十

年報告」などの史科に基づき、輸出ルートおよび輸出量の詳細を明らかにし

た。ここから垣間見えてきたのは、雲南産アヘンが外国において消費地の獲

得に成功し、輸出を増加させていく過程であった％これに対して、本稿で

は、民国期、とりわけ民国期の初めから、厳格な禁煙政策が実施される民国

24 (1935)年までに焦点を絞ってアヘンの輸出について論じていく。

19世紀半ばからのケシ栽培の拡大とともに雲南省産アヘンの移輸出も興

盛を迎えたが、こうした情況は清朝末期になると一変した。国際的にアヘン
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禁止の潮流が高まる中、アヘンの原料となるケシの栽培が原則禁止とされ、

輸出も大きな打撃を被ることとなったのである％

さて、以上のような歴史的背景を持つ民国期雲南省のアヘン生産に関して

は、様々な文献史料を渉猟し、ケシ栽培面積、アヘン生産量などの全体像の

復元を試みた秦和平の優れた研究がある％また、民国期、雲南産アヘンの

主要な輸出対象地域であった仏領インドシナであるが、近年当該地域に向け

てのアヘン密輸に関する研究において顕著な成果が見られる。仏領インドシ

ナのアヘンの実態に迫った関本紀子は、東亜同文会・東亜同文書院によって

記録刊行された日本語史料の分析を通して、雲南から仏領インドシナに向け

ての雲南産アヘンの密輸の規模、方法、具体的なルート、さらには消費の実

情までを明らかにしている 5。このほか、 ThomasClareは、南仏エクサン

プロバンスの国立海外文書館 (ANOM)およびハノイの第一国立公文書セ

ンターに保管されている文献史料を駆使して、雲南省との国境に接する仏領

インドシナのラオカイ州に焦点を当て、私的密輸に携わるアヘン・シンジ

ケートの実像をあぶり出している 6。さらに、こうした組織が関係する密輸

事件について丁寧な整理と分析をおこない、仏領インドシナ植民地政府によ

るアヘン密輸に関する法律とその取り締まりには限界があったことも指摘し

ている 7。

雲南産アヘンと外国を媒介するうえで大きな転換点となったのが、 1910

年の雲南省昆明からベトナムのハイフォンを結ぶ演越鉄道の開通である。雲

南と仏領インドシナの物流を結ぶ大動脈である演越鉄道に関しては、その政

治史的背景から掘り起こし、鉄道の建設過程を丁寧に辿ったうえで、鉄道敷

設の裏にあった官民一体となったフランス帝国主義の存在を指摘した篠永宜

孝の研究がある 8。これに対して、柿崎一郎は、経済史的視点から、演越鉄

道における区間別の輸送量や輸送品目に関する詳細な分析を通して、演越鉄

道開通がもたらした経済的意義を強調する％

這では、これら研究成果を踏まえ、民国期雲南におけるケシ栽培の状況
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やアヘン輸出の実態を浮き彫りにし、輸出を含めたアヘン取引が雲南経済に

与えた影響の分析を通して、その歴史的意義を明らかにすることを目指す。

そこで、上記の課題を解決すべく、最初に民国期雲南省におけるアヘンに

関する政策の変遷を時系列的に概観したうえで、雲南省内のケシ栽培の状況

およびアヘン関連収入について精査する。続いて、国際的なアヘン禁止の潮

流の中で継続された輸出の実態を明らかにし、最後にアヘン取引によって獲

得した経済的利益が雲南におよぽした影響とその意義について述べることと

する。

I．民国期のアヘン政策

20世紀初頭、雲南省がアヘン生産に邁進していく中、国際社会において

アヘンがもたらす害悪に対し徐々に批判の高まりが見られるようになる。こ

の頃、アメリカは、植民地であるフィリピンにおける中国人労働者のアヘン

吸飲問題を契機として、政府によるアヘン専売制の確立および医療科学目的

以外のアヘン輸入禁止の勧告などの取り締まり強化に乗り出した。また、イ

ギリスにおいても、 1905年に保守党・自由統一党に代わって、アヘン反対

運動にかかわりのある自由党による政権交代が直接的なきっかけとなり、イ

ギリス議会におけるアヘン貿易に対する否定的評価が急速に高まった。この

背景には、医学や公衆衛生の進歩によるアヘンの中毒性に対する認識の深ま

り、中国における西洋人によるアヘン販売がもたらす宣教師の布教活動と教

会に対するマイナス的評価、さらにはイギリス帝国の経済に占めるアヘン貿

易の重要性の低下などの複数の要因が存在していた 10。

こうした国際情勢の動向に注目していた清朝政府は、光緒32(1906)年

にケシの栽培とアヘンの消費を禁止する勅令を発し、清朝政府はイギリス政

府と協定を結び、 10年以内にアヘンの根絶を目指すことを約束した II。ア

ヘンに対して、人を堕落させる毒物としてとらえる風潮が社会に出現し、ア
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ヘン生産を禁止する社会的圧力が都市部を中心に高まりつつあったのであ

る。これを受け、光緒33(1907)年に雲貴総督の地位に就いた錫良が徐々

にアヘンの禁止に着手し 12、1909年には輸出に必要となる檻金証書の停止

に踏み切った 13。

この一連の動きにより交通アクセスに便利な省都昆明を代表とする、地域

社会の中心地およびその周辺部においてケシ栽培とアヘンの売買は厳しく禁

止されることとなった 14。例えば、禁令実施に際しておこなった思茅の戸別

調査によると、男性吸飲者は全体の 26パーセントである 529人、女性吸飲

者は 4パーセントに当たる 83人にそれぞれのぽった。これらアヘン吸飲者

に対しては医学的処置をおこなったうえで 12月までに吸引の習慣を改善す

るように警告し、守らない者に対しては罰金やアヘン吸煙器の没収・破壊を

実施するなどの対策がとられたという 15。ただし、こうした短期間における

急激な禁煙策の実施は様々な副作用をもたらした。

まず、政府は、経済面におけるこれまでのアヘンに依存した体質から脱す

るべく、 トウモロコシやその他の穀物で代替を進めた 16。しかし、アヘンに

よって得られる利益は、一般的な作物の 3、4倍にのぽったため、到底賄え

るものではなかった 17。そのため、徹底したケシ栽培の禁止は、農村部の収

入を激減させ 18、地方の購買力を鈍らせる結果となった 19。とりわけ、禁令

発布の影響は、ケシ栽培に適していた雲南西部の演西地域で大きく、匪賊の

横行や農民の騒乱が相次いだという 20。

次に、アヘンの禁止は、銀の高騰や流出を招いた。思茅では、商人のアへ

ン購買によって生み出されていた市場への銀の供給が途絶えたために銀の価

値が急騰した 21。加えて、旺盛な雲南省内のアヘン需要は、英国領ビルマや

周辺地域からアヘンの密輸入を促した 22。例えば、民国2(1913)年以降、

ビルマと雲南省の境界に位置する片馬を経由して、約 200万両、価格で約

600万元以上ともいわれる大量のアヘンが輸入されたという。この結果、雲

南の銀貨が続々とビルマ側に流出することとなり、財政的に耐えられなく
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なった雲南省政府は、民国6(1917)年以降、銀貨の国外流出を防止するた

めにケシ栽培を黙認せざるを得なくなっていくのである 23。当時、雲貴総督

を務めた李経義は、上奏文の中で禁煙政策にともなう財政的窮乏に関して次

のように記している叫

近頃、金銭の調達が度重なり、負担は以前にも増して重く、更にアへ

ンの禁止により、困難はますます深まり、鉄道も開通し、外からの影響

もおよんでいる。家には守るべきものがあり、日々貧しさに憂え、民は

傷だらけで、人々は恨み嘆いている。近年、造西（雲南西部）の辺境の

地では、土着の人々が惑わされ、英領ビルマとの国境地帯に逃げ込む者

は数万を下らず、悪政ゆえに人々を敵に回しているようなものであり、

とても恐ろしいことである。

すなわち、清朝末期、度重なる出費に加え、禁煙政策により、雲南省は困

窮しており、ケシ栽培が盛んであった演西地域では、多くの人々が国境地帯

に逃げ込んでいた様子がうかがわれる。そして、この頃、財政の窮乏は軍事

面にも波及していた。「清宣統実録」巻 10には「雲貴総督李経義が上奏する

に、雲南省の財政は極めて困窮しており、新旧の軍需品を揃えることができ

ないので、戸部に命じて資金の支出を懇願するとのことである。雲南の防御

は重要であり、新軍の経費は絶対に必要である。したがって戸部と陸軍部が

協力して入念に計画を立て、すぐさま全額割り当て分の資金を与え、援助を

おこない辺境の守りを固めよ」という記述が見られる 25。

このように厳しいアヘンの取り締まりは、農民の貧困化、銀の流出と高騰

などの各種問題を引き起こし、雲南省の財政を急速に悪化させた。厳格な禁

令の実施は、却ってアヘン生産が省内に深く根付き、下々の民から地方政府

の財政までがアヘンに強く依存していることをあぶり出す結果となった寃

また、禁令の実施にともなうアヘン生産量の激減が、商人によるアヘンの
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売り惜しみを引き起こし、アヘン価格の高騰をもたらした 27。これにより皮肉

にもアヘンの市場価値を高める結果となり、地域行政の監視が行き届かない

土司地域などでは相変わらずケシ栽培が続けられることとなったのである 28。

結局のところ、現実に即さない厳しい禁煙政策は長続きせず、雲南経済の疲

弊によりケシ栽培は黙認されることとなった 29。

辛亥革命を経て民国 2(1913)年に雲南都督に就任した唐継尭は、雲南の

ケシ栽培を再び弛緩の方向に導いていくこととなる。唐は、独立志向が強

く、貴州や四川にも大々的に遠征をおこない、その勢力を伸ばした 30。しか

し、度重なる遠征には膨大な軍事費が必要となった 31。こうした財政的窮乏

を打開すべく、民国 9(1920)年、唐は、罰金をかすという名目で課税する

ことでアヘンの弛禁へと舵を切った。これは、事実上、ケシ栽培を奨励する

ことを意味した。この経緯に関して「続雲南通志長編』には次のように記し

ている 32。

民国9(1920)年秋、雲南省議会は、上述した様々な深刻な状況（ア

ヘン生産を禁止することで銀が大量に流出したり、盗賊が蔓延ったり、

官側と紳士の協議を経て勝手にアヘン栽培の許可を出したりすることな

どを指す）に対して何ら手を打つことができなかったため、省政府と相

談のうえで、「寓禁於征」主義、すなわち、仮に禁止することで徴収す

る方法を実行し、アヘンに罰金をかすこととした。政府はまた四川駐在

の雲南軍が帰還しても、彼らの給料を出すあてもなく、膨大な資金が必

要なので、遂には「雲南禁煙処罰暫行章程」を公布し、この件を監督す

る専門の部署を特別に設置し、議員が委員を兼務することとした。そし

て、およそアヘン 1畝を植える毎に、罰金2元とすることとした。

つまり、「雲南禁煙処罰暫行章程」を発布することで事実上の地税をかし、

軍事費の確保を企図した。さらに唐はより多くの財源確保を目指し、外国向
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けのアヘンにかせられる輸出税の徴収にも乗り出した。同史料には以下のよ

うにある 33。

栽培、運搬、吸煙、販売の四つは、本来お互いに関連する事柄であ

る。本省はすでに罰金をかすことで、人々にケシ栽培を許可し、隣国や

隣省のアヘンが雲南省に持ち込まれないようにしている。最初は省内で

のみ運ばれ販売されていたが、後々四川省や貴州省に運ばれるように

なった。越南にいたってはその通過を許可し、医薬用に供給し、さらに

広東省や広西省に運搬されるなど、その往来は絶えることがない。漢口

の市場は極めて盛んであり、また漢口に多く集中している。輸出の罰金

については、 100両ごとに 3元、 6元、そして更には 20元にまで増加さ

れ、収入の規模は、栽培にかせられる罰金にほぽ匹敵するほどである。

折しも広西広東方面への仏領インドシナ経由による輸出が許可されたう

ぇ、各地の需要にも支えられ、更に税率の大幅な引き上げもあったことで、

輸出税から得られる税収は地税に匹敵するほどになったことが認められる。

加えて、ケシ栽培が事実上解禁されたことで、雲南省に隣接する周辺地域か

らのアヘン流入問題も解消されることとなった。

1930年代半ばになると、中国におけるアヘンの大量生産に対する国際的

な批判が高まりを見せ始める。すなわち、 1934年に、国際連盟に設置され

ていたアヘン諮問委員会の中で中国のアヘン問題が議題としてとり上げら

れ、中国各地でアヘンの生産が広くおこなわれており、取り締まる側である

官憲に腐敗が見られることなどが指摘された。そして、中国国内において自

らの権力基盤固めを図っていた蒋介石は、この国際的な動向を利用し、反ア

ヘン運動に積極的に取り組む姿勢を見せ、全国的なアヘン禁止の動きを進め

た34。雲南省ではこれに呼応して当時省長であった龍雲が、民国 24(1935) 

年にアヘンの栽培、貿易、吸飲の禁止を決定し、地域別に段階的な禁煙政策
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の実施に踏み切り、アヘン生産の撲滅を企図したのである 35。

11．ケシ栽培の状況とアヘン関連収入

民国期雲南におけるアヘンの原料となるケシ栽培は、国際的なアヘン禁止

の潮流の下でケシ栽培の禁止と緩和を繰り返した。本章では、こうした状況

下での雲南省内のケシ栽培の詳細とアヘンに関連する収入に関して精査して

いくこととする。民国期は、建前上は禁煙政策を採用しており、アヘン生産

の状況を正確に把握するのは困難であった。日本の満州占領期に当たり、フ

ランスによる雲南奪取の風聞が高まった 1930年代初頭、雲南に派遣された

rチャイナ・ウィークリー・レビュー」 (ChinaWeekly Review)のアメリカ

人記者ウイルバー・バートン (WilburBurton)は、雲南省の主要品目とし

て錫とアヘンをとり上げたうえで、「アヘンの生産額はおそらく錫をうわ回

るが、正確な数字を知ることはできない。というのも、政府関係者は皆、こ

の地方の事情についてはほとんど口を閉ざしているからだ」と記している 36。

禁煙政策が存在していたゆえに当時においてもアヘンに関する情報の取得は

容易でなかったことがうかがわれる。

ただし、前章で既述した通り、唐継尭は、罰金名目でケシ栽培を黙認して

おり、これに関する罰金額については、系統的ではないにせよ、関連データ

が史料上に散見される。清朝期と比較して精度において欠けるものの、こう

した史料を活用することで一定程度の精確性をもって民国期のアヘン生産の

輪郭を描き出すことは可能である。

さて、上記のような史料の一つに該当し、当時のアヘン生産に関する詳細

な記録として外務省通商局から出版された「支那二於ケル阿片及魔薬品」が

ある。民国時期、雲南省の省都昆明には日本国領事館、いわゆる雲南領事館

があり、大正 13(1924)年5月6日付の外務大臣の訓令に従い、住民のア

ヘン吸飲状況、ケシの栽培状況、アヘンの密輸密売の状況などに関して調査
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をおこない、該書の中に報告書としてまとめている勺。同報告書には民国

11 (1922)年から民国 13(1924)年までの雲南省各県の詳しいケシ栽培の

面積および生産量を記した「雲南全省嬰粟栽培地畝及阿片産額表」が含まれ

ており、情報源が民国期においてアヘンを管轄していた雲南省の行政機関で

ある禁煙局であったことが明示されている 38。次に見える表1は、この表を

転載したものであり、表の最も右側に記載されている増減率は、筆者自身が

割り出し、書き加えた。

表 1．民国 11(1922)年から民国 13(1924)年までの雲南省ケシ栽培面積とアヘン生産量

民国 11(1922)年 民国 12(1923)年 民国 13(1924)年

畝数 生産量（両） 畝数 生産量(jilij) 畝数 生産量（両）
増加率

昆明県 5000 150000 8650 259500 12000 360000 2.4 

富民県 3000 90000 6500 195000 9600 288000 3.2 

宜良県 5000 150000 6780 203仰 9630 288900 1.9 

呈貢県 3300 99000 6670 200100 8880 266400 2.7 

羅次県 3225 96750 6000 180000 8560 256800 2.7 

禄豊県 2950 88500 6710 201300 8790 263700 3 

易門県 2850 85500 5300 159000 7500 225000 2.6 

嵩明県 3200 96000 6540 196200 8580 257400 2.7 

晋寧県 3500 105000 6400 192000 8570 257100 2.4 

安寧県 2650 79500 5660 169800 8230 246900 3.1 

昆陽県 2300 69000 5470 164100 7890 236700 3.4 

武定県 2450 73500 5000 150000 7860 235800 3.2 

元謀県 2000 60000 4500 135000 6870 206100 3.4 

禄勧県 3240 97200 6780 203400 8470 254100 2.6 

曲靖県 4500 135000 8500 255000 14500 435000 3.2 

平弊県 3330 99900 5130 153900 8670 260100 2.6 

宣威県 5000 150000 7280 218400 1240 37200 0.2 

需益県 2200 66000 4960 148800 5320 159600 2.4 

馬龍県 1850 55500 4000 120000 6300 189000 3.4 

陸良県 3800 114000 6850 205500 12800 384000 3.4 
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羅平県 3270 98100 7240 217200 9250 277500 2.8 

尋旬県 3250 97500 6780 203400 8560 256800 2.6 

巧家県 3670 110100 7960 238800 15870 476100 4.3 

東川県 2650 79500 5000 150000 7000 210000 2.6 

昭通県 6200 186000 9400 282000 22000 660000 3.5 

永普県 3900 117000 7860 235800 13400 402000 3.4 

緩江県 2700 81000 4850 145500 6750 202500 2.5 

魯匈県 2000 60000 4390 131700 6540 196200 3.3 

大関県 2400 72000 4630 138900 6530 195900 2.7 

激江県 1960 58800 4230 126900 6840 205200 3.5 

玉渓県 4800 144000 9730 291900 19670 590100 4.1 

路南県 2370 71100 5100 153000 7500 225000 3.2 

江川県 2800 84000 4880 146400 7580 227400 2.7 

鎮雄県 10000 300000 25000 750000 45000 1350000 4.5 

塩津県 1200 36000 3850 115500 4584 137520 3.8 

葬良県 2000 60000 3000 90000 7850 235500 3.9 

楚雄県 3500 105000 7400 222000 8790 263700 2.5 

広通県 2700 81000 3230 96900 7890 236700 2.9 

摩舞県 1870 56100 3450 103500 6840 205200 3.7 

牟定県 1950 58500 2870 86100 5760 172800 3 

塩興県 1750 52500 3670 110100 7230 216900 4.1 

威信行政区域 2000 60000 2600 78000 5000 150000 2.5 

普思第一行政区 2000 60000 4230 126900 5960 178800 3 

普思第二行政区 1360 40800 2780 83400 4630 138900 3.4 

普思第三行政区 1470 44100 3280 98400 4530 135900 3.1 

普思第四行政区 1680 50400 3680 110400 4000 120000 2.4 

普思第五行政区 1700 51000 2890 86700 4650 139500 2.7 

普思第六行政区 1380 41400 2230 66900 3280 98400 2.4 

普思第七行政区 1200 36000 1860 55800 2870 86100 2.4 

普思第八行政区 1330 39900 2000 60000 2500 75000 1.9 

建水県 5000 150000 8750 262500 8850 265500 1.8 
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蒙自県 4000 120000 6780 203400 5230 156900 1.3 

通海県 4500 135000 8000 240000 8230 246900 1.8 

河西県 3800 114000 7870 236100 6540 196200 1.7 

暗峨県 3500 105000 7890 236700 6870 206100 2 

石屏県 4230 126900 6930 207900 5430 162900 1.3 

阿迷県 3750 112500 7560 226800 5780 173400 1.5 

黎県 3960 118800 7960 238800 8230 246900 2.1 

箇旧県 3000 90000 3800 114000 4500 135000 1.5 

文山県 9000 270000 18070 542100 36700 1101000 4.1 

曲渓県 3200 96000 4960 148800 5860 175800 1.8 

西睛県 2800 84000 5960 178800 5000 150000 1.8 

馬関県 7200 216000 12850 385500 18960 568800 2.6 

広南県 4380 131400 7940 238200 6450 193500 1.5 

富県 4000 120000 8560 256800 8960 268800 2.2 

濾西県 8500 255000 15670 470100 20000 600000 2.4 

弥勒県 3670 110100 7900 237000 8000 240000 2.2 

師宗県 2500 75000 4750 142500 5100 153000 2 

邸北県 3420 102600 8560 256800 13480 404400 3.9 

金河行政区域 1800 54000 3250 97500 2500 75000 1.4 

靖辺行政区域 2360 70800 3000 90000 2000 60000 0.8 

思茅県 2950 88500 4580 137400 5340 160200 1.8 

寧河県 2600 78000 4860 145800 4000 120000 1.5 

他郎県 3000 90000 6050 181500 4500 135000 1.5 

景谷県 3700 111000 7250 217500 5200 156000 1.4 

元江県 5860 175800 9830 294900 9000 270000 1.5 

新平県 4000 120000 8300 249000 6400 192000 1.6 

瀾愴県 3200 96000 7000 210000 3800 114000 1.2 

鎮玩県 3000 90000 6500 195000 4430 132900 1.5 

景東県 3800 114000 7560 226800 4300 129000 1.1 

緬寧県 4300 129000 7250 217500 3450 103500 0.8 

猛丁行政区域 1600 48000 2500 75000 1200 36000 0.8 
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猛烈行政区域 1200 36000 1850 55500 1000 30000 0.8 

騰越県 4860 145800 5560 166800 8750 262500 1.8 

保山県 6850 205500 9780 293400 14700 441000 2.1 

永平県 3850 115500 5730 171900 7860 235800 2 

鎮康県 3670 110100 6570 197100 9200 276000 2.5 

龍陵県 4000 120000 6870 206100 7530 225900 1.9 

大理県 4500 135000 6350 190500 9530 285900 2.1 

祥雲県 4230 126900 6850 205500 9500 285000 2.2 

洞源県 5670 170100 7280 218400 9480 284400 1.7 

鳳儀県 5480 164400 7230 216900 9800 294000 1.8 

部川県 6830 204900 7860 235800 12300 369000 1.8 

賓川県 4500 135000 6940 208200 8900 267000 2 

雲龍県 4320 129600 6470 194100 7640 229200 1.8 

弥渡県 6710 201300 7000 210000 8580 257400 1.3 

麗江県 5360 160800 6630 198900 7880 236400 1.5 

蘭平県 3235 97050 6000 180000 7500 225000 2.3 

鶴慶県 4750 142500 6500 195000 9300 279000 2 

剣川県 3440 103200 6450 193500 8640 259200 2.5 

維西県 2000 60000 3680 110400 4670 140100 2.3 

中旬県 1500 45000 2560 76800 3230 96900 2.2 

蒙化県 9870 296100 12300 369000 32000 960000 3.2 

襟湯県 5630 168900 6450 193500 8430 252900 1.5 

永北県 6450 193500 8000 240000 12300 369000 1.9 

華坪県 3700 111000 6230 186900 8560 256800 2.3 

挑安県 3230 96900 5300 159000 7480 224400 2.3 

鎮南県 3200 96000 6170 185100 8000 240000 2.5 

大挑県 3400 102000 5670 170100 6200 186000 1.8 

永仁県 2100 63000 4500 135000 5100 153000 2.4 

塩豊県 1800 54000 3080 92400 5000 150000 2.8 

順寧県 4690 140700 7580 227400 9870 296100 2.1 

雲県 2600 78000 3850 115500 7860 235800 3 
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茫遮板行政区域 1200 36000 1300 39000 1530 45900 1.3 

濾水行政区域 1780 53400 2500 75000 2000 60000 1.1 

干屋行政区域 1000 30000 1200 36000 1650 49500 1.7 

蓋連行政区域 800 24000 800 24000 1000 30000 1.3 

懺川行政区域 700 21000 850 25500 800 岬 1.1 

猛外行政区域 500 15000 600 18000 800 24000 1.6 

合計 412590 12377700 722980 21689400 967974 29039220 2.3 

典拠：外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔薬品J、1925年、 pp.555-564。民国 11(1922) 

年の合計畝数に関して、「支那二於ケル阿片及魔薬品」 (p.564)には、 412580畝と記載

されているが、実際の合計数は412590畝であるため、訂正を加えた。また、生産量の算

出に関しては、表の備考に 1畝平均30両として計算したとある。ちなみに、「一両は重量

にして我十匁強に当れり」 (p.553)とあることから、 1両は約37.5グラムに相当する。

※増減率に関しては、小数点第2位を四捨五入して表記。

表 1に示されているように、雲南省全体のケシ栽培面積が民国 11(1922) 

年の約 41万畝から、翌年には約 72万畝、そして、民国 13(1924)年には

約97万畝にまで拡大しており、雲南省全体では民国 11(1922)年から民国

13 (1924)年の間で栽培面積 (1畝＝約 667平方メートル）は 2.3倍に達し

ている 39。まさに唐継尭による弛禁の成果を反映しているといえよう。この

時期のアヘンの栽培面積は、すでに推定されうる清朝末期のそれに匹敵、あ

るいは凌駕するほどの規模となっている 40。

また、地域別では、省都昆明一帯および演東北、さらには演中において栽

培面積の増加率が約 2.5から 4倍以上で推移しているのとは対照的に、これ

ら地域を除く潰西および演南地域は、増加率が約 1倍から約2.5倍に抑えら

れており、比較的低い数値を示している。この原因は、雲南の政治経済の中

心であり、行政の管轄権が相対的に強い省都昆明一帯や雲南中部の演中地域

では、 1909年以降禁令が厳格に実施されており、その反動が生じたためで

あると推測される 41。

続いて、アヘンに関係する雲南省政府の財政収入について概観していくこ
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ととする。民国期においてアヘンを管轄する省政府の行政機関は目まぐるし

く変化した。民国5(1916)年に軍事費の調達を担う機関として雲南第餡総

局が創設された。雲南簿鮪総局は、省内各驚金局に一般藍金の附加税とアへ

ンに対する禁運罰金を名目とした檻金税を、県知事にケシの栽培税をそれぞ

れ徴収させた。そして、唐継尭が弛禁の方針を打ち出した民国 9 (1920) 

年、当該機関は廃止され、禁煙局が一旦この任務をすべて引き継いだが、民

国11(1922)年には軍鮪委員会が新たに設置され、藍金収入および主に外

国向けに課税される省外輸出アヘン税の収入を受け持つこととなり、禁煙局

は栽培税の徴収のみおこなうこととなった。しかし、翌年の民国 12(1923) 

年には、早くも軍鯖委員会は廃止され、禁煙局に合併され、再び禁煙局がア

ヘン関連の業務を担うこととなり、最終的には栽培税、監金税、省外輸出ア

ヘン税といったアヘン関連の主要な税収入の管理業務がすべて禁煙局に集約

される結果となった 42。このようなアヘン管轄機関の変遷から、民国 5

(1916)年にはすでに雲南省政府のアヘン生産を事実上黙認する姿勢が垣間

見られ、かつ、軍の関係機関が直接関与していたことからも軍事費の調達と

アヘン生産の間に密接なつながりがあったことが確認できる。

ちなみに、これらアヘンに対する驚金税は、建前上は各地の特産品名義で

かされており、特産品は地方によって異なり、実に 200種類余りにのぼった

という 43。

それでは、実際に、アヘン関連の収入額および省歳入額に占める割合につ

いて時系列順に整理して検討していくこととする。次に見える表2は、民国

8 (1919)年から民国 26(1937)年までのアヘンに関連する収入額の一覧表

である。アヘン関連収入額に関しては、当時正確な数字を記載することが公

には憚れていたので、雲南省の収支報告には往々にして収入と支出の間に大

きな差異が生じている。このため参考値として雲南省の収支とその差異も併

せて記載しておく。
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表2．民国期 (1919年～ 1937年）雲南省のアヘン関連収入一覧表

アヘン関連
省繊入額にお

年代
収入額

省歳入額 省歳出額 収支の差額 けるアヘン収 隋考 典掲

入の謂合

民国8(1919)年 匹万元 6770S町幻元 6知防？45元 112.965.18元 11.81% 
「雲南省事情J其巻ー4、2P、.35PP。.503-「綬
却雲南。通志長編J

アヘン関連収入の内訳
李子輝「=南禁煙慨況」、

民国 10(1921)年 70余万元 5.272.11422元 5.288.162.48元 16,048.26元 13.28% 
は．栽培税60万元、内

p.82。「紐雲南通志長編J巻
還罰金（虐金税）約 10
万元。

42. pp.503-507。

内訳は、戟培税825.180
元.棗金税742662元。

「支那二於ケ「ル裟阿雲片南及通魔志藁長f支那二で於当ケ年ルの阿ア片ヘ及ン魔粒
民国 11(1922)年 15.842元 1974.540.89元 64況977.45元 2.51M36.56元 39.45% 薬品J

品J,p~70。編」

培面積に計算問違いが
巻42、pp.503-507。

あったので、収入額にも

適宜訂正を加えた。

内訳は．栽培税.3641.M出元96(。
「支那二於ケル阿片及魔薬

民国 120923)年 2.747.324元 “13.87539元 7.494.832.66元 l080.957Zl元 62.24% 
元、溢金税 1.301

品」、 P57し「続雲南通志長編」

巻42、pp.503-507。

内訳は、栽培税 1.935.引t「支郡二於ケ）レ阿片及魔薬

3.668.301元 64.04% 品J、p370。「綬雲南通志長編」
元、麿金税 1.732.353元。

巻42.pp.503-507。

民国 13(1924)年 ~728.233.43 元 &691738.48元 2俣迅.505.05元

901.432.56元 15.74% ；ヘ公所ン関の連収収入入頷額を指は禁す。
「ば紐・南コ経南済通」志下長巻編、JP巻以氾心7、-LてL

pp.503-507. 

"え雲南通志長編Jで
は省歳出額について

「「雲続南雲経南済通J志下長巻編、」P巻囚L42"Zl、．Lな3
民国 14(1925)年 3.013.359.02元 9.610.589．45元 14却．5空 80元 i釘'6969.35元 31.36％ 

1~9871'吠只元と記され
ている。アヘン関連収入

額は禁煙公所の収入額
pp.5()3.5()70 

を指す。

民国 15(1926)年の収支

4(I51¥月0005.00月）元 Hli.941.99元 戸(1約月7.8835月.55）元
1.055.938.56元

データについては、 1月
「「雲統南名経南済通J．も下長巻編．Jp巻p．し4:272、-U33o 

民国 l509261年
11月 -5月） II月5月）

10.:硲 から 5月までのみ。アへ

ン関連収入額は禁煙公 pp.503-507。
所の収入額を指す。

「ア雲ヘ南ン省に塁関Hすヨる査情」`報p澱p.32-33として， 

訴雲南紙幣 「根拠雰煙届呈報預算数」と

L位 081.29
新雲南紙幣 新雲南紙幣

96新II雲1.月71南56.32紙月幣） 元

明示されており．禁煙局の上

元 (1月5月）
5,0:氾叫．43 5'989.960.75元 蕊 68%1月から 6月分のみ記戴

申書に墓づき算出されたとあ

年問収入概算． る。秦和平 r霊南鶉片問題

翫雲南紙幣約
元 (I月-6月） (I月-6月）

輿禁煙運動： 1810-1'>10」、
4.060.000.00元 p.143,,秦和平が示した数字は、

民国20(1931)年
陸崇仁 r霊南財政特RIJ第三
章 (1931年）に墓づくとある。

秦和平「雲南鶉片問題興禁煙

2運11動、：表1843.20お-よ194び表0J、⑬pp［2雲10-南

0新雲75南,622紙幣41元
新雲南紙幣

44.50% 
地方財政収入状況簡表」より

9衣？”5.35元 抜枠。表3.2と表33は、厳仁

膚「雲南之財政j（資源委員

会経済研究室．1939年1に拠

るとある。以F同じ。

7新.44雲1.1南80紙.8幣元
新雲南紙幣

50.23% 
秦租平［雲南鶉片問題興禁煙

民国21(1932)年 遅動： 1840-1940J、p.142、
14.81血 48元 pp210-211。

新雲南紙幣
ここで示すアヘン関連

新雲南紙幣 新雲南紙幣 新雲南紙幣 平 103.85元

~195.517.06 元 蕊ぽ返45l82元 23.033.347.'5/元 （叢入が氣出を
18.52% 収入額は禁憶n金頷の 「雲南経済J下巻、 Pp.L"Z1-L'33,

民国25(1936)年 超出）
み。

新雲南紙幣 断雲南紙幣
秦和平「雲南鶉片問題輿禁煙

5.199.517.06元 19,947.815.1元
磁 06% 運動： I訊0-1940]. p.143. 

p匹 1().211.

新雲南紙幣 新雲南紙幣
秦和平「雲南鶉片問題興只煙

民国26(1937)年
1136.貸7.66元 17.721.611.76元

17.70% 運動： 1840-1940]、p.143,
pp210-211。

①史料典拠：台湾総督官房逍宜埠編（糟谷廣二著）「雲南省事情J其一、台湾総督官房調宜課、 1924年．張肖梅編「雲南経済J中国国民経済研究所、

1942年（古侠小説会重印出版本を使用、 2007年出版）．李子輝「雲南禁煙概況」（中国人民政治協商会議雲南省委員会文史資料研究委員会編「雲南文

史資料選輯」第 3 輯、 1963 年、 pp.72•108)．行政院農村復興委員会編「雲南省農村調査」台湾総督官房外務部`1939年．憂和平「雲南鶉片問題興
禁煙運動： 184(〕一↑940J四川民族出版社、 19茨！年．雲南省志編暮委員会補公室編「読雲南通志長編」雲南省志編纂委員会需公室、 1986年．外務

省通商局編ほ凋に於ケル阿片及魔薬品』外務省通商局、 1925年．

暉字に関しては小数点第3位以下四捨五入．

③単位：数字および「元」とのみ表記しているのは旧雲南紙幣である．ちなみに新雲南紙幣 1元は、旧雲南紙幣の5元に相当する．
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まず、収支の差異に注目すると、民国 11(1922)年以降、省歳出額が省

歳入額を 100万元以上うわまわる状況が常態化している。これは、軍事費の

支出が年々肥大化しつつあったことに加え、禁煙政策の建前ゆえに増大しつ

つあったアヘン関連収入額が省歳入額に十分には反映されておらず、省歳入

額が少なく見積もられているという二つの要因によるものであると推測さ

れ、アヘン関連収入額の占める割合を考えるうえで注意すべき点である。

次に、アヘン関連収入額の変化であるが、 1910年代末では約 80万元で

あったアヘン関連収入額は、唐継尭のアヘン生産の奨励によるケシ栽培面積

の増大にともない、 1920年代半ばには 300万元を超えるほどに増大した。

1930年代には新雲南紙幣約 400万元以上で推移したと考えられ、民国21

(1932)年の新雲南紙幣約 744万元を一つのピークとして、龍雲による禁煙

政策の実施にともない、民国24(1935)年以降は徐々に減少していった丸

ただし、民国期雲南省では、途中から旧紙幣から新紙幣に切り替わるなど金

融政策上で大きな混乱が生じたため、アヘン関連収入の額面を単純に比較す

るだけでは、その傾向と意義を十分には把握することはできないであろう 45。

そこで、本課題を解決するために、アヘン関連収入額そのものの変化では

なく、アヘン関連収入額が省歳入額に占める割合に注目して検討を加えてい

く。民国 11(1922)年から民国 13(1924)年までのアヘン関連収入額は、

日本の雲南領事館がケシ栽培面積から試算した数字であり 46、実態に近い数

字を表していると推測され、また唐継尭による弛禁が効果を発揮しアヘン生

産が本格的に再開した時期と重なる。したがって、この数字に基づき、省歳

入額全体に占める割合を計算する。表2に見える雲南領事館報告の数字は、

栽培税と微金税のみなので、ここに輸出税および通過税に当たる省外輸出ア

ヘン税を加える必要がある 47。報告書には民国 12(1923)年の移輸出量に

関する記載が残っており、約 1280万両とあるので 48、省外輸出アヘン税を

100両につき 4元で試算すると、約 51万元となる 49。そして、栽培税・藍

金税の約 275万元に約 51万元を加えると、アヘン関連収入額は総額約 326
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万元となり、省歳入額全体に占める割合は 73.92%と算出される。ただし、

実際のアヘン関連収入額が省歳入額に反映されず、省歳入額自体が低く見積

もられている可能性が高いので、その割合はもう少し下がるであろう。

ついでに、翌年の民国 13(1924)年に注目すると、「雲南経済」に記載さ

れている雲南側の発表する約90万元と日本側の栽培面積から試算した約

366.8万元との間には大きな隔たりが確認できる。そこで、雲南省側のアへ

ン関連収入額約 90万元と収支の差異である約 296万を加えると、約 386万

となり、日本側の試算した 366.8万元に近い数字となる。このことから収支

の差異が、アヘン関連収入で一部補填された可能性を指摘できる。加えて、

その翌年の民国 14(1925)年のアヘン関連収入額が「雲南経済」では、約

301万元と飛躍的に増えていることからも、民国 13(1924)年の約 90万元

という数字は実態とかけ離れているであろう。

続いて、 1930年代については、日本側の史料が少なく、雲南省側のデー

タと照合できる年は民国 20(1931)年の 1月から 6月の半年分に限られる。

この年は両方の数値が一致しており、アヘン関連収入額は半年問で新雲南紙

幣約 144万元であり、省歳入額に占める割合は 28.68%となる。そして、翌

年の民国21(1932)年には、アヘン関連収入額の割合は計算上省の財政収

入の約半分に達している。その後、民国 24(1935)年秋から龍雲によって

段階的に実施された厳格な禁煙政策を受けて、その割合も 3割から 2割へと

急速に低下していく。

ここで、雲南領事館の報告に記されている 1920年代半ばの雲南省政府の年

間財政収入の内訳概数を見てみると、以下の表3のように試算されている 50。
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表3.1920年代半ばの雲南省政府年間財政収入概算表

区分 収入額（単位：元）

地租および附加税 約400余万元

アヘン収入（栽培税・鷲金税・輸出税など） 約300万元

藍金および地方税 約250万冗

塩税 約 100万元

錫税 約70万元

その他（海関税・たばこ税・公売税その他の雑税および雑収入） 約数十万元

合計 約 1200万冗

典拠：外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔薬品J、p.571。

雲南領事館は、年間財政収入約 1200万元の中で25％がアヘン関連収入で

あると見積もっている。アヘン関連収入という特殊な事情により正確な数値

を見極めることは困難であるが、様々な史料から 1920年代以降、増大する

軍事費を補填するために再びアヘン生産に傾倒していった雲南省は、少なく

見積もっても省歳入額の 25%~30%、そして、前章で示したような 100両

あたり 20元という省外輸出アヘン税の大幅な引き上げを考慮すれば一時期

50％以上をアヘン関連収入に依存していたと推測される 51。

以上のように、民国期においてアヘン生産は表面的に禁止の体裁がとられ

ていたため、ケシ栽培の実態やアヘン生産によって得られる収入は非公開の

部分が多いうえ、雲南経済自体もその詳細が不明確であった 52。ただし、断

片的な史料から得られる数値に基づき、民国期雲南のアヘン生産の状況を概

観した場合、民国9(1920)年に実施されたアヘン政策の弛禁への転換を契

機として、それまで行政の監視によって栽培が抑制されていた省都昆明など

の演中一帯で栽培面積が大幅に拡大し、省全体の平均値を見ても 2倍以上に

増加した。こうして増大したアヘン生産が雲南省にもたらした富は、 1935

年頃までは少なくとも常時雲南省の財政収入の 4分の 1以上を占め、アヘン

は省政府の経済を支える大黒柱の役割を果たしていたのである。
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m．民国期の雲南産アヘンの輸出

1920年代以降、生産が本格的に再開されたアヘンは、周辺地域に輸出さ

れることとなった。雲南省は、中国の西南隅に位置しており、南は仏領イン

ドシナ、西は英領ビルマと接しており、清朝末期インド産アヘンとの価格競

争を有利に進めながら、これら地域向けに輸出を増加させてきた 53。しか

し、清末の厳格な禁煙政策の実施以降ではケシ栽培の状況は一変し、世界的

にアヘン禁止が声高に唱えられる中、表立った国を跨ぐアヘンの運搬は困難

となった。本章では、民国期の世界的なアヘン禁止の潮流の中で継続され

た、仏領インドシナと英領ビルマヘの雲南産アヘンの輸出の実態について検

討していくこととする。

l．仏領インドシナ

民国初期、仏領インドシナ植民地政府は、アヘンに対する国際的な反対意

見が高まりを見せる中、一旦雲南産アヘンの購入を停止していたが、雲南産

アヘンの密輸の増加に直面して、唐継尭による方針転換もあり、雲南省政府

との密約の下でアヘン取引を認めた 5-1。こうした経緯から、公式的な税関の

統計である「海関年次報告」や『海関十年報告Jにおいても、民国期に関し

ては、アヘンそのものが原則禁止とされていたため、アヘンの輸出はほとん

ど記録されていない 55。ただ「海関十年報告』 (1912~ 1921年）において、

1910年代末の雲南省のアヘンについて「アヘンの不法な生産、運搬、吸飲

が再び盛んとなり、仏領インドシナ植民地政府によって購入され、 トンキン

への密輸が大々的におこなわれていた」と解説しており、政府公認の下で

堂々と密輸されていたことが示唆されている 56。大量のアヘンが運ばれてき

ていたことはフランス側の史料である「仏印経済雑誌」 (BulletinEconomique 
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de l'Indochine)上でも確認できる 57。

上記のような状況の中で、参考となるのが、当事国ではない第三国による

記録となる。こうした類の記録の中でも、前章でもとり上げた『支那二於ケ

ル阿片及魔薬品』の中に収録されている雲南領事館の報告書には、アヘンの

密輸についても詳細な記述が残されている 58。当該報告書によると、民国

12 (1923)年の時点で雲南省のアヘン生産量は 21,689,400両（約 850噸）で

あり、その中で、雲南省内で消費された 8,889,000両（約 350噸）を除き、

残りの 1280万両に相当する約 500噸のアヘンが省外に移輸出され 59、その

うちの約400噸が仏領インドシナ向けであったとされる 60。

加えて、アヘン取引や密輸に関しても雲南領事館は詳細に記述している。

報告書によれば、当時、主要な市場であった広東向けのアヘンの移出に関し

ては、各地駐屯軍隊の保護の下で広西省経由の輸送ルートが活用されていた

が、治安悪化にともない、演越鉄道を使って仏領インドシナのトンキンに運

び、そこから広東に輸出される措置がとられたという。この背景には、アへ

ン交易が生み出す膨大な利益を目当てとした、仏領インドシナ植民地政府と

フランス商人の存在があった。フランス商人と中国商人が連絡して極秘裏に

輸出がおこなわれ、雲南省政府と仏領インドシナ植民地政府がこれに課税す

ることで互いに黙認したのである 61。

こうして仏領インドシナ植民地政府と雲南省政府との密約により、毎年巨

額の密輸がおこなわれ、仏領インドシナのアヘン供給が不足した際には、す

ぐさま密輸出が激増するほどであったという 62。その輸出量は 1920年には

500噸、 21年に 700噸、 22年に 130噸、 23年に 500噸にのぽった 63。また、

監視の目を誤魔化すために、密輸の際には、アヘン商人は、アヘンに特産品

の名をつけて輸出した。そして、唐継尭自身も、アヘンの移輸出を扱う広雲

公司に出資するなど、広東や仏領インドシナとのアヘン取引に積極的に関与

したが、 1923年以降は、英国やその他の国々からの国際的な監視の目が厳

しくなったため、運搬手段を演越鉄道から紅河水運の利用や陸路での密輸な
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どに切り替えることとなった 64。

雲南省政府と仏領インドシナ植民地政府の公認の下での密輸取引とは別

に、私的なアヘン取引を目的として複数の密輸業者が手を組んだアヘン・シ

ンジケートが存在した。こうした組織が跛麿した原因は、インドシナ植民地

政府のアヘン専売公社が管理するアヘンの公的価格が、私的に密輸される価

格に対して 3倍から 5倍の価格で取引されたためであり、雲南から仏領イン

ドシナヘの私的な密輸は極めて巧みにおこなわれた。とりわけ、雲南と仏領

インドシナを結ぶ演越鉄道は効率的で便利な手段として活用された。密輸業

者は、鉄道員の協力を得て、鉄道の荷台だけでなく、機関車やあらゆる機械

設備をアヘンの隠し場所として利用した。また、輸送手段の巧妙化に加え、

税関職員の監視を誤魔化す工夫もおこなわれた。実際に、実在のプランドか

ら作られ、パッケージを完全に模倣した偽のビスケット缶のような容器を開

発したりするなど仏領インドシナ植民地政府の目を逃れようとしたという 65。

雲南省との国境に位置する仏領インドシナのラオカイ州では、多くのアへ

ンの密輸事件が摘発されており、 1903年から 1934年に限ったラオカイ州の

裁判所で取り扱われた件数だけでも平均して年間 40件にのぽっており、特

に雲南省のアヘン生産の再開が本格化した 1920年代以降は摘発件数および

没収アヘンの量ともに増加する傾向にあった 66。

雲南省と仏領インドシナの間におけるアヘン取引は、雲南省および仏領イ

ンドシナ植民地の両政府公認下の密輸だけでなく、私的な密輸もおこなわれ

た。そして、新たな交通手段である鉄道が運搬能力を発揮し、アヘンの安定

的かつ大量の輸出を支えたのである。ただし、密輸されたアヘンは、主に大

消費地である国内の広東向けであり、仏領インドシナは重要な中継貿易地点

に過ぎなかった。
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2．英領ピルマ

清朝期、英領ビルマ向けの輸出は、清朝との間でアヘン取引禁止の取り決

めがあり、 1902年に雲南西部の騰越庁に設置された「海関年次報告」には

輸出品目として記録が残っていないが、 1895年から 1897年まで雲南で現地

調査をおこなったフランスのリヨン商工会議所の調査団報告によると、北ビ

ルマ向けに 400から 500担 (1担＝約 60kg)のアヘンが密輸されていたと

される 67。清末民初になると、前述したとおり、雲南省内での禁煙政策にと

もない、以前とは逆に英領ビルマからインド産アヘンが雲南に大量に持ち込

まれ、雲南から銀の流出を招いたため、省政府はケシ栽培を一定程度黙認す

ることになった。

この後、アヘン生産の再開が本格化したが、 1920年代初頭の英領ビルマ

を巡るアヘンの流れについては、中国研究の重要な拠点であった東亜同文書

院の調査研究部に所属し、アヘン問題に関する多数の研究論文を発表した松

本忠雄が、「其頃雲南にあっては女を除けば全人口の六割迄が阿片を吸食し、

緬旬方面其他各省への阿片輸出も盛にして、阿片税が省政府収入の主要財源

となるに至った」と述べている。このように雲南の経済的支柱として国内各

省向けの移出と同列で英領ビルマ向けの輸出がとり上げられていることか

ら、取引されるアヘンの流れがこれまでとは反対に雲南から英領ビルマ向け

に変化していたことがわかる 68。

雲南省においてアヘン生産の禁止は、即時にインド産アヘンの流入と省内

の銀の流出を意味しており、アヘン市場を巡る競合相手で、かつ隣接する英

領ビルマは、雲南省の財政運営上でも極めて地政学的に重要な取引相手で

あった。

最後に、本章の内容をまとめると、 1920年代に入り、雲南においてアへ

ン生産が本格的に再開された後は、雲南から周辺地域に対してアヘンが溢れ
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出る傾向が顕著となった。仏領インドシナヘは、広東向けを含むアヘンが私

的あるいは両政府公認を問わず、密輸された。また、清末民初に禁煙政策の

影響で銀が流出していた英領ビルマに対しても、再度雲南産アヘンが輸出さ

れるようになったのである。

JV．アヘン取引が雲南経済にもたらす経済的影響

本章では、雲南産アヘンの国外における消費地の拡大および輸出などのア

ヘン関連の国際取引が与えた経済的影響について論じていく。民国期、演越

鉄道の開通によって交通の利便性の向上も重なり、アヘンの輸出は、その

時々の国際情勢を鑑みながら、半ば公然の秘密として継続された。

清朝末期の 1900年代以降、仏領インドシナの紅河下流のデルタ地帯では

年々雲南産アヘンの需要が高まり 69、それまで習慣的にインド産アヘンを使

用していた中部ベトナムのアンナン富裕層の間でも、価格が半分で香りもよ

い雲南産アヘンが普及しつつあった 70。そして、 1920年代には雲南省政府

と仏領インドシナ植民地政府の密約の下で輸出がおこなわれたこともあり、

雲南から大量のアヘンが運搬された演越鉄道沿線やトンキンでは、雲南省の

アヘン吸飲の習慣に染まり、アヘン中毒になるフランス人も増加しつつあっ

た71。実際、アヘン吸飲の需要の高まりを受け、仏領インドシナでは公に許

可を得たアヘン喫煙所、いわゆる煙館がハイフォン市内だけでも約 30軒に

のぽり、領内各地にも多数散在していたといい、当時の仏領インドシナ領内

の限られたアヘンの産出量を鑑み見れば、雲南省や広東省から輸入されたア

ヘンがこれらアヘン喫煙所を支えていた可能性が高いことが指摘されている

72。前章で述べたように、仏領インドシナに密輸されるアヘンは主に広東向

けであったが、仏領インドシナにおいても雲南産アヘンの消費が着実に浸透

しつつあったといえる。

この頃の雲南産アヘンの輸出販路全体の概要については、東亜同文書院の
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松本忠雄が、 1920年代前半、雲南ではアヘン生産が活発におこなわれ、雲

南省内の旺盛な需要を満たすだけでなく、国内各省、英領ビルマ、仏領イン

ドシナ、香港にも盛んに輸出されたと述べている 73。

その後、雲南産アヘンの消費地はさらに拡大の様相を見せ始める。旅順に

本部を置く関東庁の事務官であった安藤明道が、昭和4(1929)年9月から

昭和 5(1930)年7月までの間、アヘンの生産消費に関係する中国、海峡植

民地、インド、ペルシアおよびトルコに赴き、現地における観察調査を実施

したが、その報告書である「国際阿片問題研究」の中で、雲南産アヘンの販

路について以下のように記している匁

雲南阿片の販路は支那全土は勿論印度、印度支那、香港及海峡植民地

に及ぶ・・・雲南阿片は良質で且其栽培に対して土地が無類に善いので其阿

片は陸路又は海路により支那全土に行亘つてゐる…処が印度と印度支那

の両国は其の国境を通過して密輸入せらるヽ多量の阿片に就て苦情を言

ふてゐる。ビルマに到着する雲南阿片は英国専売局の販売高を凌駕し又

多量香港、馬来海峡植民地へも密輸入せらる。

つまり、雲南産アヘンの販路は、国内はいうまでもなく、仏領インドシナ

や英領インド、さらには、英領であった香港および現在のマレー半島に当た

る海峡植民地をも含む広い範囲におよんでいたのである。さらに、英領ビル

マでは英国専売局の販売高を遥かに超えるほどの雲南産アヘンが運び込まれ

ていた。雲南省は、アヘン貿易を通して世界経済と結びつきを深めていった

のである。

さて、このように国外においても消費地を獲得つつあった雲南産アヘンで

あるが、直接的な輸出による影響に加え、間接的な移輸出を通しても世界経

済と様々な形で関係性を深化させていった。雲南産アヘンは、しばしば代表

的な輸出品目として箇旧の錫と並んで挙げられ、雲南省が国際取引をおこな
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ううえにおいて重要な役割を果たした。例えば、錫の産地である蒙自や箇旧

を拠点とする商人は、香港において錫の売買代金を資金源として錦紗や雑貨

を仕入れて為替の決済を図った。同様に、アヘンを取り扱う業者も香港から

輸入する錦紗に対して、重慶や漢口において雲南産アヘンを香港との為替決

済に利用した 75。アヘンの密輸業者は、省外市場に為替送金を必要としない

ため、一般輸入業者と比較して有利に商取引を進められたという 76。これら

事例からアヘン取引が間接的に雲南の輸入を支えていた側面が垣間見える。

また、国際的に高い市場価値を持つアヘンは、時には有力な輸出品目の切

り札として雲南の貿易を縁の下から支えた。民国 10(1921)年に錫相場が

記録的な暴落に襲われた際、錫の輸出額は激減、雲南省は輸入超過に陥っ

た。この時、アヘンを密輸出して省の財源を賄い、窮地を脱したのである 77。

加えて、雲南の貿易収支は、額面上では往々にして移輸入が移輸出を大きく

うわ回る超過状態に陥っているが、これをアヘンの他省への密移出によって

下支えしていたともいわれており 78、数字上に表れない密輸出や密移出の存

在が大きな役割を果たしていた。

このように建前上はアヘンの輸出は禁止されていたものの、危機的状況に

おいて補填可能な輸出品を有していたことは、雲南省の国際的な信用性を高

めた。民国24(1935)年に国民政府が新通貨政策を実施し、全国統一通貨

となる法定通貨、いわゆる法幣が発行されて以降、中華民国では、法幣の外

国為替相場は 1シル2ペンスと規定されており、法幣の価値は国内のどの地

域でも不変とされていた。しかし、雲南では例外的に雲南省政府が設立した

富演新銀行が発行する新雲南紙幣がスタンダードとなっており、法幣の為替

相場が新雲南紙幣に換算されていたのである。この現象を可能としたのが、

雲南省の二大輸出品目である錫とアヘンであり、国際貿易上輸出超過となりう

ることで、新雲南紙幣の対外価値にプレミアムをもたらしていたのである 79。

こうしてアヘンを媒介する国際取引は、雲南省に国内の他地域とは異なる独

特な地位を与えた。
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以上の如く、国を越えて人気を博した雲南産アヘンは、極めて高い商品価

値を持ち、国際取引においては潤滑油の役割を果たしたのみならず、一種の

担保として安定した取引を可能にし、雲南の経済的価値を向上させ、金融市

場においてもその信頼を高める効果をもたらした。

小結

国際的なアヘン禁止の潮流の中、民国期雲南におけるアヘン生産は、建前

上は禁止の方針であったが、実態としては、銀の大量流出などの財政運営上

の問題や増加する軍事費の補填などの諸事情により禁止を徹底することは不

可能であった。そこで、大義名分として事実上の課税となる「罰金をかす」

という姿勢をとることでアヘン生産を継続した。これによりアヘン関連収入

は少なくとも省歳入額の 25％以上におよび、雲南省の財政を支えた。

国際社会を強く意識した処置は、貨物が国を跨いで移動する輸出において

も同様であった。つまり、公式的な税関報告の統計には取引商品としてアへ

ンの名は登場しなかったが、雲南省政府と仏領インドシナ植民地政府の密約

の下で名目上特産物と偽ることでアヘン取引が実施されたように、実際には

数百噸単位で大量のアヘンが隣接する地域を中心に海外に流出していったの

である。

ここで、本稿を通して明らかになった点をまとめると以下の通りとなる。

①民国期において、良質で安価な雲南産アヘンは、隣接する仏領インドシナ

や英領ビルマのみならず、香港や英領マラヤの海峡植民地にまで販路を広

げ、新たな市場を開拓しつつあった。

②国際的に普遍的価値を有するアヘンは、直接的な輸出による利益の還元だ

けではなく、外国製品を輸入する際の為替決済の手段や、その時々の必要

に応じた貿易収支の埋め合わせなどにも活用され、間接的な形でも安定的

な国際取引を支え、持続的な雲南省の利益創出に貢献した。
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③アヘンの存在が安定的な国際取引を保証することで、貿易相手国から信頼

性を獲得し、富演新銀行が発行する新雲南紙幣にプレミアムが付くなど雲

南省は金融市場での国際的信用度を高めた。

ここまで論じてきたように、民国期雲南省のアヘンの国際取引は、輸出に

よる直接的な利益の獲得という表層的な意義にとどまらない。すなわち、私

的密輸であれ、雲南省と仏領インドシナ植民地両政府の公認下の密輸であ

れ、広東向けのアヘンの中継貿易を含め、アヘンが関連する間接的あるいは

直接的取引にかかわらず、雲南省がアヘンという有力な商品を保有している

ことで国際社会において雲南経済に対する信頼感が醸成された。そもそも輸

出と輸入の間には一定の相関性があり、根本的に経済規模が小さく、高い商

品価値を持つ輸出品を有しない場合、安定的な輸入は望むべくもない。輸出

品としてのアヘンの存在が、雲南省をして外国製品の輸入を可能にし、持続

的な国際取引をも実現させたといえよう。

雲南省というと、しばしば険しい山に囲まれ、周辺地域と隔絶した印象を

持たれる。しかし、民国期の輸出を中心とするアヘンの国際取引の歴史を通

して、実態として浮かび上がってきたのは、「罰金」を隠れ蓑にして大々的

にアヘン生産を推し進め、省政府の財政収入の支柱としつつ、積極的な移輸

出を通して海外と結びつくことで、世界経済との連携を一層深化させていく

雲南の姿であった。
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秋．雲南省議会以上述各種厳重情形無法解除．乃商諸政府．取“寓禁於征＂主

義辮理煙畝罰金。政府亦因駐川漢軍帰来．銅無所出．需款孔殷，遂公布〈雲南

禁煙処罰暫行章程〉．特設専局以董其事．由議員而兼委員．凡種煙一畝者．処罰

金二元」。ちなみに同史料には、後に政治的混乱や貨幣価値の下落の影響を受け、

罰金額は、一時期 5元にまで引き上げられたが、後に 3元に落ち着いたとある。

33 同上。原文は以下の通り。「種、運、吸、信四者．本互相関連之事。本省既収罰

金、准許人民種煙．則隣邦、隣省之煙．自属無従輸入．初尚自行運鎗於本省境

内．継則運至川、爵。迫越南許其通過．以供医薬之用．而運至舅、桂等省者．乃

絡繹於道。及漢口錯場甚盛．則又多集中於漢口。至於出口罰金．毎百両由三元、

六元．以増至現金二十元。収数之巨．幾輿畝罰相埒」。

34 後藤「アヘンとイギリス帝国 国際規制の高まり1906~43年」、 pp.163-167。

35 この禁煙政策の経緯や実施方法については、「続雲南通志長編」（巻42、民政7、

禁煙、 pp.457-473)に詳しく説明されている。

36 Wilbur Burton, The French Strangle-Hold on Yunnan: A First-Hand Survey, 
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China Weekly Review,Shanghail933,p23. 

37 外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔薬品」外務省通商局、 1925 年、 pp.553—

573。

38 外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔薬品』、 p.554。一覧表の解説には、「今

当館か内密に当地禁煙局より得たる材料に拠り最近三年間に於ける嬰粟栽培地畝

数並に其の平均産額を掲記すれは次の如し」とあり、僅か3年分とはいえ、アへ

ン関連収入を管轄する禁煙局からの直接的な情報提供に基づき作成されているこ

とから信頼性の高いデータであるいえよう。ちなみに原文では片仮名表記になっ

ているが、平仮名表記に改め読みやすくした。以下同様に、原文の片仮名表記に

関しては、平仮名表記とする。

39 李子輝「雲南禁煙概況」、 p.82（中国人民政治協商会議雲南省委員会文史資料研究

委員会編「雲南文史資科選輯」第3輯、 1963年）によれば、 1920年代初頭の雲

南省のケシ栽培面積は、 1921年が約 36万畝、 1922年には数万畝増加、そして、

1923年では 50万畝前後とある。

40 雲南省全体のケシ栽培面積について、秦和平の研究（「雲南鴻片問題典禁煙運動：

1840 -1940』、 pp.23-25)では、 1893年から 1898年までを約 30万畝、 1899年か

ら1908年までを約 70万畝と試算している。また、民国期 1920年以降について

は、約 120万畝から 130万畝とし、ピーク時には 150万畝に達したとしている。

秦和平「鴎片在西南地区的伝播及其種植面積考訂」「中国農史J2、2003年、

pp.13-20。

41 台湾総督官房調査課編（糟谷廉二著）「雲南省事情j其ー、台湾総督官房調査課、

1924年、 p.35。本書には、「一九0九年禁煙令実施以来全然輸出を断つに至り、

一時省民の困窮甚しと称せられしも、今尚都市附近を除く辺僻の地に盛んに栽培

せられ、就中東北部及南西部の国境方面に多しとす」とあり、行政の監視が行き

届かない地域では、禁煙令実施後もケシ栽培が継続された。省都昆明の付近にお

ける禁煙令の厳格な実施については、「海関年次報告」にも同様の記載が見える。

Trade Reports 1908. Mengtsz, p.681. 

42 「大正十四年度調査報告書」、 pp.8-9（谷編「東亜同文書院 阿片調査報告書J)。

43 同上。

44 「新修支那省別全誌J（支那省別全誌刊行会編「新修支那省別全誌」第3巻 雲南

省、東亜同文会、 1942年、 p.1190)では、民国23(1934)年と民国 24(1935) 

年のアヘン関連収入に関して、公開されている雲南省の地方歳入と地方歳出を比

較したうえで、民国23(1934)年の歳出超過分を、新雲南紙幣で6.198,855元、

民国24(1935)年の 3,716.667元と算出し、これら費用はアヘン関連収入から補

填されたとしている。一方、秦和平の研究（「雲南雅片問題興禁煙運動： 1840

-1940」、 p.142)では、アヘン関連収入について民国23(1934)年は約6,000.000

元、民国24(1935)年は約4,000,000元としており、両者の数値に大差はない。
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45 旧雲南紙幣は、富演銀行が発行していたが、民国9(1920)年から民国 18(1929) 

年の問に紙幣発行額が増大したため、価値が下落し、最終的には現銀兌換が停止

された。そこで、こうした混乱を収拾するために18雲南紙幣は一部回収焼却され

るとともに、新たに設立された富演新銀行が新雲南紙幣を発行し、現銀準備額の

100分の 30とすることで紙幣の流通量を抑え、貨幣価値の維持に努めたのであ

る。これら一連の事情については、支那省別全誌刊行会編「新修支那省別全誌J

（第3巻雲南省、 pp.1192-1195)を参照。

46 外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔薬品」 (p.570)によると、計算方法は、

栽培税は 1畝につき 2元、益金税は 100両につき 6元の割合で算出したとある。

47 本来、アヘンに対する税金は、栽培税と益金税のみである。しかし、仏領インド

シナ、香港、広東などの外国および省外に「輸出」する際には、栽培税と藍金税

に加え、輸出税や通過税が課税された。外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔

薬品」、 pp.570-571。

48 外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔薬品」、 p.568。

49 外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔薬品」、 p.565。同書には課税に関して

は、雲南省政府が数量 100両につき 40元としているが、そのまま計算をすると

省外輸出アヘン税のみで512万元、アヘン関連収入総計では約800万元となり、

省歳入額を 2倍近く上回ることとなる。そこで、「続雲南通志長編」（巻42、民

政7、禁煙、 p.425)を参照すると、輸出に関する罰金は 100両につき、 3元、 6

元、そして更には 20元にまで増えたとあることから、 40元は 4元の間違いであ

ると考えられる。

50 外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔薬品」、 p.571。

51 秦和平は、アヘンに関する民国期の統計データは為政者が隠蔽を企図したため、

信頼性に欠けるとし、省政府が管理できるケシ栽培面積を 120万畝と想定したう

えで、 1畝毎に罰金3元と試算して、罰金額の総額を 360万元余りとした。秦は

さらに生産量の半分が地域で消費され、残りが移輸出されたと仮定して、薩金や

移輸出にともなう利益を約480万元と試算し、合計額は約800万元におよび、

1920年代にアヘン関連の収入が省の財政収入の 7割に達していた可能性を指摘

している。秦和平「雲南鶉片問題興禁煙運動： 1840-1940」、 pp.140-143。また、

「大正十四年度調査報告書」 p.8（谷編「東亜同文書院 阿片調査報告書」）では、

伝聞と断りを入れたうえで、雲南省政府の歳入 1億元の中で、アヘンによる収入

はその8割に当たる 8000万元にのぼると記している。

52 そもそも民国期は、アヘンを含めて地方経済を正確に分析するための史料や統計

が不足しており、雲南省も例外ではなかった。こうした事情について「雲南経

済J(p.U30)の「雲南近年的財政収支」の項目の冒頭部には、「現在の中国では、

地方経済を研究するうえで資料と統計が不足していると感じざるをえない。その

中でも財政分野が最も困難である。政府当局から詳細な数字を聞いているが、近
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年雲南の財政収支の状況は、連年赤字が続いているという人もいれば、毎年黒字

を出しているという人もいる。このように雲南の財政は極めて謎に包まれている

（在現在的中国，研究地方経済的莫不感到資料和統計的欠乏．其中尤以財政方面，

困難最多，従官方雖於獲到詳確的数字，近年来雲南的財政収支情形，有的説連年

依然防空．有的説毎年均有盈余．這様愈覚雲南財政是一個極耐索解的謎）」と記

されている。

53 西川「清末雲南産アヘンの輸出ルートに関する一考察」、 pp.43-54。

54 Thomas Clare, La contrebande de /'opium en Jndochine. L'essor des ≪ syndicats 

de /'opium≫ au Tonkin, fin XIX• siecle-1940, pp.85-95. 

55 「海関年次報告」には、民国期の蒙自海関のアヘンの輸出に関する数字について

は、例外的に 1912年に 5担、 1914年に 198担と記すのみである。 1914年に輸出

された 198担のアヘンに関しては、「すでに雲南省政府はアヘンを禁止している

ので、以前に蓄えていたものではないか」と記している。 TradeReports 1912, 

Mengtsz. p. 874; Trade Reports 1914, Mengtsz. p.1285,1301. 

56 Decennial Reports 1912-1921, Mengtsz, p.352. 

57 1922年の「仏印経済雑誌」に記載されている蒙自海関の貿易動向の項目

(Mouvement du Commerce du Yunnan enregistre a la Douane de Mongtseu en 
1921)には、アヘンに関して、「トンキンヘの密輸は相当なものだった」という

ー文が添えられているのみで、具体的な数字は示されていない。 Indochine

francaise. Bulletin Economique de l'Indochine, [s.n.](Hanoi),1922, p.736. 

58 外務省通商局編『支那二於ケル阿片及魔薬品」に記載されている雲南省のアヘン

に関する記載は、ほぼ同様の内容が東亜同文会による「昭和二年度調査報告書」

（谷編「東亜同文書院 阿片調査報告書」、 pp.341-354)や「新修支那省別全誌J
（第3巻雲南省、 pp.861-865)などにも転載されており、信頼性の高さがうかが

われる。

59 外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔薬品」、 p.568。

60 台湾総督官房調査課編「雲南省事情J（其三、 p23)によると、軍事費の捻出に

苦しむ雲南省政府は、民国 11(1922)年に仏領インドシナ植民地政府と交渉し

たうえで、翌年の民国 12(1923)年に約 400噸のアヘンを仏領インドシナに密

かに輸出したとある。

61 外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔薬品」、 p.565。同書には課税に関して

は、雲南省政府が数量 100両につき 40元 (4元の間違いと考えられる）として、

重量を基準に課税しているのに対し、仏領インドシナ植民地政府はアヘン 100両

の価格に対して 100分の30を徴収したとあり、価格を基準として課税をおこ

なっている。

62 「大正十四年度調査報告書」 p.8（谷編「東亜同文書院 阿片調査報告書J)。

63 外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔薬品」、 p.565。
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64 外務省通商局編 r支那二於ケル阿片及魔薬品」、 pp.565-566。具体的な密輸の方法

に関する記述が「大正十五年度調査報告書」、 p222（谷編「東亜同文書院 阿片

調査報告書」）に残されており、密輸ができうる限り人目につかないように極め

て巧みにおこなわれていたことが記されている。例えば、陸路の移動では、単純

に外部から見えないように身体に携帯したり、「輌子」と呼ばれる駕籠に使用さ

れる竹棒の中や材木をくりぬいた穴に隠したりするなどの方法がとられた。ま

た、水運を利用する際は、民間の木造船では竹竿や帆桁の中、さらには薬箱など

に潜ませた。汽船では、軽量で高価な価値を持つアヘンの特徴を活かし、船員と

結託し、盛んに密輸したという。

65 Thomas Clare, La contrebande de /'opium en Indochine. L'essor des ≪ syndicats 

de /'opium≫ au Tonkin, fin XIX• siecle-1940, pp.85-95. 

66 Thomas Clare, Juger aux marges de l'Indochine: le cas des trafiquants d'opium 

de Lao Cai (1902-1940), pp.83-104. Thomas Clareの研究によれば、 1919年には

14 kgに過ぎなかったラオカイ州の没収アヘンは、 1920年には 1162kg、1921年

には 434kgに跳ねあがり、 トンキンおよびアンナン北部にいたっては、 1919年

の277kgから 1920年には 5855kg、1921年には 6875kgに達したという。

67 Chambre de Commerce de Lyon, La Mission Lyonnaise d'Exploration 

Commerciale研 Chine,1895 -1897, 1898, Deuxieme Partie Rapports 

Commerciaux et Notes Diverses, p.136. 

68 松本忠雄の研究概要に関しては、谷光隆編「東亜同文会東亜同文書院阿片資科集

成JCD-ROM版（愛知大学東亜同文書院大学記念センター、 2005年、「阿片解説」

p.4) を参照。また、雲南のアヘン生産については、松本忠雄「支那に於ける阿

片の生産（下）一支那に於ける阿片問題続稿ー」「支那」第22巻第 1号、 pp.86-

101（谷編「東亜同文会東亜同文書院阿片資料集成」 CD-ROM版、記事番号 1009)

に詳しく記されている。

69 Trade Reports 1900, Mengtsz, p.712. 

70 Trade Reports 1901, Mengtsz, p.740. 

71 外務省通商局「支那二於ケル阿片及魔薬品」、 p.568。

72 「大正十四年度調査報告書」、 pp.12-13（谷編「東亜同文書院 阿片調査報告書J)。

73 松本「支那に於ける阿片の生産（下）一支那に於ける阿片問題続稿ー」 pp.86-

101（谷編「東亜同文会東亜同文書院阿片資料集成」 CD-ROM版、記事番号

1009)。

74 安藤明道「国際阿片問題研究」関東庁財務部、 1931年、 pp.83-84。同様の内容の

記載は、すでに「大正十五年度調査報告」 (p223)にも確認できるので、 1920年

代後半には雲南産アヘンの販路は東南アジアにまで拡大していたと推測される。

75 「雲南の金融事情」「支那」第 12巻第6号、大正 10(1921)年6月15日（谷編

「東亜同文会東亜同文書院阿片資料集成」 CD-ROM版、記事番号0913)。
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76 JACAR（アジア歴史資料センター） Ref.B10073808600（第6画像目）、 5.雲南

対本邦貿易増進並二邦人発展策二関スル件 自大正十年九月 (B-3-2-1-38_001)

（外務省外交史料館）。「雲南対本邦貿易増進並二邦人発展策二関スル件」は、大

正10(1921)年8月29日に在雲南日本領事館事務代理の外務書記生藤村俊房が、

外務大臣内田康哉に宛てた機密文書である。

77 台湾総督官房調査課編「雲南省事情J其三、 pp21-22。

78 東京商工会議所調査部編「支那経済年報J改造社、 1936年、 p.618。雲南に関す

る記載は、昭和 11(1936)年夏に山口高商教授西山栄久が、雲南省に視察旅行

した結果報告（「凡例」、 P.6)であり、そこには「外国輸出と他省への移出との

合計額は、之を外国輸入及び他省よりの移入の合計額に比するに、常に相距るこ

と遠く、一般に入超を普通として居るが、雅片の他省密移出によつて、バランス

を取りつパあること、従つて将来若し鶉片栽培を厳禁するに於ては、雲南省の貿

易に多大の影響を来す虞あること」と記している。

79 「新修支那省別全誌」第 3巻 雲南省、 pp.1200-1201。ただし、龍雲による禁煙政

策の影響が浸透するにつれて、錫の貿易が、雲南の為替相場に与える影響を増し

ていったと推測される。

（にしかわ・かずたか 法学部専任講師）


